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議 案 名 
富士見市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

制 定 趣 旨 

学校給食センター調理業務等の委託化に伴い、富士見市学校給食

センター設置条例第２条に定める職員に関する規定を改正するもの

です。 

制 定 内 容 

（１）職員に関する規定の簡素化（第２条） 

学校給食センターに置く職員について「所長」「事務職員」「栄

養士」「調理員」「運転手」「ボイラー手」と列挙していたものから

「所長及び栄養士」「給食センターに必要な職員」へ簡素化。 

 

（２）第１条及び第３条の文言修正 

施 行 日 
第２条の改正規定 令和５年４月１日 

第１条並びに第３条第１項及び第２項の改正規定 公布の日 



富士見市学校給食センター設置条例（昭和４１年条例第３号）新旧対照表 

新 旧 

富士見市学校給食センター設置条例 富士見市学校給食センター設置条例 

（設置） （設置） 

第１条 市は      、市が実施する学校給食の                        調

理等の業務を一括処理する施設（富士見市立富士見特別支援学校を除く。）

として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１

６２号）第３０条の規定に基づき、富士見市学校給食センター（以下「給

食センター」という。）を富士見市大字勝瀬５０６番地１に設置する。 

第１条 富士見市は、富士見市立小学校、中学校の学校給食のため、その調

理等の業務を一括処理する施設として                               

                                                                 

                                、富士見市学校給食センター（以下「給

食センター」という。）を富士見市大字勝瀬５０６番地１に設置する。 

（職員） （職員） 

第２条 給食センターに所長及び栄養士を置く。 

 

 

 

 

 

 

第２条 給食センターには、次の職員を置く。   

所長 

  事務職員 

  栄養士 

  調理員 

  運転手 

  ボイラー手 

２ 前項に定めるもののほか給食センターに必要な職員を置くことができ

る。 

 

（運営委員会） （運営委員会） 

第３条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、富士見市学校給食

センター運営委員会（以下この条において「運営委員会」という。）を置

く。 

第３条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、運営

委員会を置く。 



２ 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議す

る。 

２ 運営委員会は、給食センター  運営に関する重要な事項について審議す

る。 

３ （略） ３ （略） 
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